
目

次

告

示

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
の
住
所
及
び
支
援
業
務
を
行
う

事
務
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
二

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
エ

フ
リ
ン
グ

北
海
道
札
幌
市
白

石
区
本
通
六
丁
目

南
一
の
八

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
株
式
会
社
エ

フ
リ
ン
グ
弘

前
事
業
所

弘
前
市
大
字
駅
前

町
六
の
一

謙
ビ

ル
Ｂ
号
室

令
和六･
五･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

百
十
二
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法

人
か
ら
住
所
及
び
支
援
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

名

称

住

所

支
援
業
務
を
行
う

事
務
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

社
会
福
祉
法
人
共

生
の
杜

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
二
の
八

十
和
田
市
西
二
十
三
番
町

二
の
八

令
和六･
六･
三

変
更
後

社
会
福
祉
法
人
共

生
の
杜

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
五
の
八

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス

Ｌ
号
室

十
和
田
市
西
二
十
三
番
町

五
の
八

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
Ｌ
号
室

青
森
県
報
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第
七
百
六
十
九
号

令
和
六
年六

月
三
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が

あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

住

所

名

称

売
り
さ
ば
き
場
所

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
大
字
尻
内
町

字
内
矢
沢
二
の
五

八
戸
農
業
協
同
組
合

三
戸
郡
三
戸
町
大
字

川
守
田
字
大
明
地
二

二
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字

倉
石
中
市
字
上
ミ
平

一
九
の
一

三
戸
郡
南
部
町
大
字

相
内
字
上
ノ
平
四
三

の
四

令
和六･
三･三一

変
更
後

廃
止

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
六
年
六
月
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

合
同
会
社
戸
澤
農
場

弘
前
市

弘
前
市
大
字
宮
地
字
宮
本
四
の
三

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

地
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

三
八
地
域
県
民
局
長

松

尾

英

輔

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

庭
田

稔

川
井

健
雄

岩
間

正
明

川
守
田

正

夏
堀

常
美

滝
田

博
之

工
藤

俊
司

石
橋

昭
光

高
橋

敏
美

夏
坂

裕

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
下
宿
四

〃

〃

大
字
福
田
字
西
久
根
四
三
の

一〃

〃

大
字
森
越
字
向
館
場
四
〇

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
寺
ノ
後
三
九

の
二

〃

〃

〃

字
町
中
一
七

〃

〃

大
字
片
岸
字
砂
場
八

〃

〃

大
字
福
田
字
間
ノ
原
三
六

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
明
戸
二
一
の

一〃

〃

大
字
高
橋
字
高
橋
三
八
の
一

〃

〃

大
字
片
岸
字
沢
ノ
田
四
一
の

一

令
和六･
五･
一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃

小
泉

政
栄

島
守

正
昭

庭
田

豊

庭
田

藤
樹

岩
間

孝
義

高
橋

勝
敏

川
井

健
雄

庭
田

稔

髙
橋

万
寿
治

岩
間

正
明

松
村

一
実

工
藤

俊
司

夏
堀

常
美

川
守
田

正

石
橋

昭
光

滝
田

博
之

高
橋

敏
美

庭
田

豊

高
橋

裕

〃

〃

大
字
小
泉
字
巌
倉
平
二
二

〃

〃

大
字
高
橋
字
鳥
居
後
一
八
の

一〃

〃

大
字
苫
米
地
字
山
道
三
二
の

一〃

〃

〃

字
後
小
路
二
九

の
三

〃

〃

大
字
森
越
字
町
小
路
一
五

〃

〃

大
字
高
橋
字
中
道
二
二

〃

〃

大
字
福
田
字
西
久
根
四
三
の

一〃

〃

大
字
苫
米
地
字
下
宿
四

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
上
野
平
一
三

三
戸
郡
南
部
町
大
字
森
越
字
向
館
場
四
〇

〃

〃

大
字
片
岸
字
砂
押
七
の
一

〃

〃

大
字
福
田
字
間
ノ
原
三
六

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
町
中
一
七

〃

〃

〃

字
寺
ノ
後
三
九

の
二

〃

〃

〃

字
明
戸
二
一
の

一〃

〃

大
字
片
岸
字
砂
場
八

〃

〃

大
字
高
橋
字
高
橋
三
八
の
一

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
山
道
三
二
の

一〃

〃

大
字
高
橋
字
中
道
一
三
の
一

〃〃〃〃〃六･
四･三〇退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
田

子
町
土
地
改
良
区
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
令
和
六
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

三
八
地
域
県
民
局
長

松

尾

英

輔

事
業
名

維
持
管
理

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
田
子
町
土
地
改
良
区
の
頭
首
工
管
理
規
程
を
令
和
六
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

三
八
地
域
県
民
局
長

松

尾

英

輔

管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
五

日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水
量

を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に
こ

れ
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
態
勢
を
と
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と

す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に

報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

砂
土
路
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

上
北
地
域
県
民
局
長

千

葉

健

夫

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

市
川

喜
美
雄

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
家
ノ
裏
一
五
の

一

令
和
六･
三･二九
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


